
    令和６年度 人権教育、同和教育全体計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 低学年 中学年 高学年 

国 

語 

・登場人物の気持ちの移り変わりを
読み取ることをとおして優しさ
や思いやりの心を育てる。 

・相手の話を聞き、自分の考えを話
すことができるようにする。 

・登場人物の心情の変化や生き方を
読み取り、一人一人の感じ方の違
いに気付かせ、ものの見方の感じ
方を広げさせる。 

・相手の話の要点をおさえて聞き、
自分の伝えたいことを筋道立て
て話すことができるようにする。 

・登場人物の心情の変化や生き方を
読み取ることをとおして、人間の
生き方に対する視野を広げさせ
る。 

・相手の意図をつかみながら話を聞
き、目的に応じた話し方ができる
ようにする。 

生
活
・
社
会 

・生活を支えている身の回りの人々
の役割や願いに気付かせる。 

・身近な人とかかわり、自分にでき
ることを考え、実践できるように
する。 

・社会生活の基礎的な事柄について
理解を深めながら、地域社会の発
展を願う心情をもつとともに、産
業に携わる人々の立場を人権尊
重の立場から考えさせる。 

・差別にかかわる歴史的な認識に立
った正しい判断力と民主的な社
会性を育てる。 

道 

徳 
・自分の好き嫌いにとらわれず誰と
でも仲良くしようとする態度を
育てる。 

・よいと思うことは、進んで行おう
とする態度を育てる。 

・相手の立場に立って物事を考え、
助け合おうとする態度を育てる。 

・正しいと思うことは、勇気をもっ
て行おうとする態度を育てる。 

・誰に対しても思いやりの心をも
ち、相手の立場に立って協力し助
け合おうとする態度を育てる。 

・差別することや偏見をもつことな
く、公平に判断し行動できるよう
にする。 

学
級
活
動 

・誰とでも仲良く活動しようとする
態度を育てる。 

 

・互いのよさを認め合い、助け合っ
て活動する態度を育てる。 

・相手の立場を考え、誰に対しても
公平に接し、協力して学校生活を
よくしていこうとする態度を育
てる。 

総
合
・
生
活 

・保育園児や地域の人との出会いか
ら、様々な人とかかわろうする態
度を育てる。 

・「人との出会いから学ぶ学習」や、自ら問題解決に取り組んだりする活
動をとおして、互いに認め合い、周囲の人と共に生きようとする心を育
てる。 

 
【実践を推進する基盤】 

学級経営 学習指導 生活指導 特別活動 環境構成 家庭・地域との連

携 

職員研修 

一人一人をか

けがえのない存

在として捉え、

好ましい人間関

係を育てる。 

望ましい学習

規律や習慣を身

に付けさせなが

ら、基礎学力の

向上を図る。 

基本的生活習

慣の向上を図る

とともに、日々

の情報交換をと

おして児童理解

を深める。 

互いのよさを

認 め 合 い な が

ら、自他の力を

生かそうとする

実践的態度を育

てる。 

動植物とのか

かわりをとおし

て 自 然 に 親 し

み、生命を尊重

する心情を育て

る。 

便り、講演会、

授業参観、懇談

会 等 を と お し

て、人権につい

て の 啓 発 を 行

う。 

同和問題につ

いて正しい理解

と認識を図ると

ともに、豊かな

人権感覚の向上

を図る。 

＜教育目標＞ 
  正しく  明るく  たくましく 

＜重点目標＞ 
「かかわる力」の育成 

＜指導目標＞ 
互いを認め合い、共に生きようとする子どもの育成 

＜各学年の重点指導内容＞ 
１年 仲間はずし・弱い立場の人へのいじめ・男女差別 
２年 仲間はずし・弱い立場の人へのいじめ・高齢者差別 
３年 仲間はずし・弱い立場の人へのいじめ・障がいがある人に対する差別 
４年 仲間はずし・弱い立場の人へのいじめ・職業差別 
５年 仲間はずし・弱い立場の人へのいじめ・新潟水俣病患者に対する差別 
６年 部落差別 

関係する法令等 
日本国憲法 
教育基本法 
学校教育法 

部落差別解消推進法 
県学校教育の重点 
子どもが輝く 
新発田の教育 



 


